	◆支援金の給付要件・算定方法等について

	Ｑ１　同一所在地において、複数の介護サービス等を提供している場合、支援金はどのように算定されるのか。

	Ａ１　サービス種類ごとに計算します。
ただし、介護サービス事業と介護予防サービス事業の両方の指定を受けている場合、又は、介護サービス事業と介護予防・日常生活支援総合事業の両方の指定を受けている場合で、いずれのサービス事業においても給付要件を満たしている場合は、介護サービス事業のみを給付対象として算定を行います。

	Ｑ２　令和６年度の物価高騰対策支援事業においては、（介護予防）特定施設入居者生活介護及び（介護予防）居宅療養管理指導も支援金の給付対象だったが、令和７年度は対象外となるのか。

	Ａ２　対象外となります。

	Ｑ３　食材費支援事業において、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び（介護予防）短期入所生活介護（空床型を除く。）は対象外となるのか。

	Ａ３　対象外となります。
なお、Q3に記載の施設等の食材費支援については、令和７年１１月２１日に閣議決定された「医療・介護等支援パッケージ」の対象となっており、京都府において実施されます。

	Ｑ４　共生型サービスを運営している場合、高齢と障害のどちらで手続きを行えばよいか。

	Ａ４　介護サービスについては介護ケア推進課、障害福祉サービスについては障害保健福祉推進室において、それぞれ手続きを行っていただく必要があります。

	Ｑ５　２月に事業所を廃止している場合、支援金の給付を受けられないのか。

	Ａ５　本ページに記載している給付要件を満たしている施設・事業所であれば、２月に廃止している場合であっても、支援金の給付を受けることが可能です。

	Ｑ６　（看護）小規模多機能型居宅介護の定員数の考え方を教えてほしい。

	Ａ６　１事業所当たりの登録定員数としています（「通い」及び「泊まり」の定員数を包含するため。）。

	Ｑ７　入所系・通所系サービスにおいて、「食事の提供がある」とは、具体的にどのような状態か。

	Ａ７　サービス提供の一環で食事を提供していることをいいます。
　　　　ただし、食材費支援事業とは、施設・事業所の利用者へ提供する食事の材料費の高騰に対応することを目的とするものであり、支援金を本目的のために使用しない場合は、返還を命じる場合があります。

	◆「確認書」について

	Ｑ８　「確認書」が届いていないのだが、なぜか。

	Ａ８　「確認書」については、支援金の給付対象に該当する可能性のある施設・事業所に対して、１つの事業所番号につき、１通を送付しています。本ページに記載している給付要件を御確認いただくとともに、以下リンク先ページの「＜補足＞確認書について」をあわせて御覧いただき、同一事業所番号の施設・事業所に「確認書」が届いていないかどうかを御確認ください。
　　＜https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000350074.html>
　　　また、同一事業所番号の施設・事業所にも「確認書」が届いていない場合で、給付要件について個別の御質問がある場合は、【法人名】、【事業所番号】及び【施設・事業所名】を明記のうえ、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

	Ｑ９　「確認書」を紛失・破棄・汚損してしまったのだが、どうしたらいいか。

	Ａ９　【法人名】、【事業所番号】及び【施設・事業所名】を明記のうえ、お問い合わせフォームからお問い合わせください。
　　　なお、給付金の支出事務を優先して行うため、汚損による再発行依頼については、対応が遅れる場合があります。

	Ｑ10　（ケアハウス）特定施設入居者生活介護の指定を受けていないが、「確認書」に事業所番号が記載されているが、なぜか。

	Ａ10　事務処理上、便宜的に１０ケタの数字を振っています。お問い合わせ等の際は、この１０ケタの数字をお伝えいただければスムーズです。

	Ｑ11　同一所在地で複数の介護サービス等を提供しているが、一部のサービスが「確認書」に反映されていない。

	Ａ11　令和７年１０月及び１１月の両方に介護報酬の請求又は利用実績の報告が行われていない場合、そのサービスについては「確認書」に反映されません。
　　　令和７年１０月及び１１月の両方に介護報酬の請求又は利用実績の報告を行っているにもかかわらず「確認書」に反映されていない場合は、【法人名】、【事業所番号】、【事業所名】及び【「確認書」に反映されていないサービス】を明記のうえ、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

	Ｑ12　「確認書」の内容（サービス種類や定員数等）に誤りがあるのだが、どうしたらいいか。

	Ａ12　【法人名】、【事業所番号】及び【施設・事業所名】を明記のうえ、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

	Ｑ13　「確認書」が届いたが、（介護予防）通所リハビリテーションの定員数欄に「★」が表示されているが、どのような意味があるのか。

	Ａ13　介護報酬の請求があるため、支援金の給付対象であると思われるものの、定員数が登録されていない事業所について、「★」を表示しています。「確認書」に記載の二次元コードから電子申請システム（Graffer）にアクセスいただき、正しい定員数を登録してください。
　　　再算定のうえ、後日、「確認書」を再送いたします。

	Ｑ14　「確認書」が届いたが、給付予定額の欄が「０円」となっている。

	Ａ14　（介護予防）通所リハビリテーションのうち、介護報酬の請求があるため、支援金の給付対象であると思われるものの、定員数が登録されていない事業所について、当課において支援金の算定ができず、「０円」と表示されていることがあります。「確認書」に記載の二次元コードから電子申請システム（Graffer）にアクセスいただき、正しい定員数を登録してください。
　　　再算定のうえ、後日、「確認書」を再送いたします。

	◆電子申請システム（Graffer）について

	Ｑ15　本事業の届出に当たり、Grafferアカウントを作成する必要があるか。

	Ａ15　必ずしも必要ではありません。メールアドレスの確認のみで届出の手続が可能です。
なお、Grafferアカウントでログインした場合は、届出画面の一時保存や届出履歴の確認ができます。

	Ｑ16　法人として一括で届出を行うことは可能か。

	Ａ16　通し番号が1000～4999までの「確認書」の場合、一度に１０枚までであれば、まとめての届出が可能です。
　　　通し番号が8000～9999までの「確認書」の場合は、１枚ずつの届出をお願いいたします。
　　　なお、まとめて届出を行った場合でも、支援金の給付は事業所番号ごと（＝通し番号ごと）となりますので、御注意ください。

	Ｑ17　施設・事業所ごとに異なる口座に支援金を振り込んでほしいのだが、まとめて届出を行うことは可能か。

	Ａ17　一度の届出につき、１つの口座しか登録できません。

	Ｑ18　同一事業所番号だが、サービスごとに異なる口座に支援金を振り込んでほしい。

	Ａ18　支援金の給付は事業所番号ごと（＝通し番号ごと）となりますので、サービスごとに異なる口座への振込は対応できません。

	Ｑ19　入所系・通所系サービスにおいて、「食事の提供がある」とは、具体的にどのような状態か。（Ｑ7再掲）

	Ａ19　サービス提供の一環で食事を提供していることをいいます。（Ａ7再掲）

	Ｑ20　特定（介護予防）福祉用具販売について、令和７年１０月及び１１月の介護報酬の請求実績とは、「販売した月」、「請求を行った月」又は「介護報酬が支払われた月」のいずれと考えればいいのか。

	Ａ20　「請求を行った月」です。

	Ｑ21　支援金の振込を希望する口座について、書面で届け出ることはできないのか。

	Ａ21　短期間で多数の施設・事業所からの届出を処理する関係から、また、給付要件の確認も兼ねておりますので、原則として、電子申請システム（Graffer）を使用しての届出としてください。
なお、ネットワーク環境やセキュリティ環境等のやむを得ない事情により、電子申請システムでの届出が難しい場合は、お問い合わせフォームからお知らせください。

	Ｑ22　支援金の振込を希望する口座について、ネットバンクを利用しており、通帳がない。何を添付して届け出たらよいか。

	Ａ22　金融機関名、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義が確認できるスクリーンショット等のデータを添付してください（複数ページにわたるものであっても可。）。
　　　アップロード可能形式：png・jpg・pdf・docx・xlsx・pptx

	Ｑ23　法人等の代表者名と口座名義人が完全一致しているかどうかを確認するのはなぜか。

	Ａ23　原則として、法人等の代表者名の口座に振り込むこととなっているため、完全一致していない場合に、口座名義人が法人等の代表者から適正に出納等の権限を委任されていることを確認するためです。

	Q24　届出の完了から支援金の振込までの期間を教えてほしい。

	A24　各施設・事業所に対する支援金の振込については、令和8年３月３１日（火曜日）までに完了することを想定しています。

	◆その他

	Ｑ25　要綱に「市長は、（略）支援金を（略）事業目的以外の目的のために使用したとき、既に給付した支援金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。」と規定されているが、本事業終了後、支援金の使用目的等に関する挙証資料等を提出しなければならないのか。

	Ａ25　必要に応じて、本市から提出を求める場合があります。

	Q26　支援金の対象は高齢者福祉施設・事業所のみか。

	A26　京都市における令和7年度物価高騰対策支援事業は、高齢者福祉分野、障害者福祉分野、障害児福祉分野における各対象施設・事業所に対して実施されます。各事業の詳細については、担当課の事業HPを御覧ください（高齢者分野のページにもリンクを掲載しています。）。
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